
 

 

 

 

 

 

令和７年度 

「北海道就業支援センター事業」及び 

「多様な人材の安定就業促進事業」委託業務  
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令和７年２月１９日 

北海道経済部労働政策局雇用労政課  

  



１ 落札者決定基準の位置付け 
    この落札者決定基準は、北海道が実施する令和７年度「北海道就業支援センター事業」及び「多
様な人材の安定就業促進事業」委託業務（以下、「業務」という。）の総合評価一般競争入札に
係る申込みをした者のうち、価格その他の条件が最も有利なものを決定するための基準を示すも
のである。 

 
２ 総合評価による落札者の決定方法 
    入札書に記載された業務の入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者のうち、入札価格に係
る評価点（以下「価格評価点」という。）と入札価格以外の要素に係る評価点（以下「技術評価
点」という。）を合計して得た数値が最も高い入札者（以下「最も有利な入札者」という。）を
落札者とする。 

  この場合において、最も有利な入札者が２人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落
札者を決定する。なお、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入
札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。  

 
３ 価格評価点 
  価格評価点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じた値に、価格評価点の配分得
点を乗じて得た数値（小数点第３位を四捨五入して、小数点第２位止めとする。）とする。  

 

価格評価点 ＝ １ － 
入札価格

予定価格
  × 価格評価点の配分得点 

 
４ 技術評価点 
    技術評価点は、令和７年度「北海道就業支援センター事業」及び「多様な人材の安定就業促進   
事業」委託業務評価項目、評価基準及び配点」（以下「評価基準」という。）に基づき、評価基  
準に記載する評価項目毎に５に定めるところにより評価を行い、各評価項目の得点を合計して得  
た数値とする。 

 
５ 技術評価点の評価方法 
（１）書面審査において、道施策との適合性（「北海道働き方改革推進企業認定制度」「障がい者   

雇用」及び「パートナーシップ構築宣言」に関する事項（配点 20 点））に関する評価項目が 
具備されているか否かを判定し、これを満たしている者には評価基準に示す点数の範囲内で加  
点する。 

   ２次評価（プレゼン）においては、更に優れた提案が行われたと判定する場合に、その提案    
内容に応じて評価基準に示す点数の範囲内で加点する。 

（２）（１）の評価は、道が設置した令和７年度「北海道就業支援センター事業」及び「多様な人  
材の安定就業促進事業」委託業務における総合評価審査会において審査する。 

（３）技術評価点は、総合評価審査会の各構成員の採点の平均点をもってその得点とする。  
   ただし、各委員による平均審査点（道施策との適合性（「北海道働き方改革推進企業認定制   

度」「障がい者雇用」及び「パートナーシップ構築宣言」）に関する事項）に対する審査点を  
除く）が下記８（２）ウに定める最低合格点に達しない場合は失格とする。 

 
６ 価格評価点と技術評価点の配分得点 
    価格評価点と技術評価点の配分得点は次のとおりとする。 
    なお、価格評価点と技術評価点の得点の配分については、要求する技術等の要素により当該業   
務の成果が大きく影響されることから、技術評価点に重点を置いた総合評価を行うこととし、そ  
の配分割合は、価格評価点：技術評価点 ＝ １：３ とする。 
区分 価格評価点の配分得点 技術評価点の配分得点 合計 
配点 ５０点 １５０点 ２００点 

 
７ 令和７年度「北海道就業支援センター事業」及び「多様な人材の安定就業促進事業」委託業務   

技術評価項目、評価基準及び配点 
評価項目 評価基準 配点 

提案者の ア 提案者の事業内容及び実績から見て受託能力があるか 10 20 



適格性
 

イ 各業務を実施するための体制は適切か（センター＋地方拠点） 10 

企画提案

内容の目

的適合性 

ア 事業実施の目的及び背景を十分理解し、明確なコンセプトの 

  元に各業務内容が提案されているか 
20 80 

イ 求職者等に対する就業・再就職・職場定着支援内容は適切か 20 

ウ 企業に対する支援内容は適切か 20 

エ 地域活性化雇用創造プロジェクト事業に係る業務内容は適切か

つ、良質で安定的な正社員雇用の創出及び定着が図られるものか 
20 

業務遂行

方法の 

妥当性 

ア センターの維持管理を適切に行い、利用者の利便性向上及び安全

性の確保（個人情報保護）について、適切な配慮がなされている

か 

10 40 

イ 行政・教育機関や産業界など、関係機関との連携方法は適切か 15 

ウ 施設利用促進のための広報について、効果的な方法となっている

か。 
15 

道施策と

の適合性

（「北海道

働き方改

革推進企

業認定制

度」「障が

い者雇用」

及び「ﾊﾟｰﾄ

ﾅｰｼｯﾌﾟ構

築宣言」 

に関する

事項） 

ア 「北海道働き方改革認定制度」における４つの認定グレード（ゴ   

ールド認定、シルバー認定、ブロンズ認定、ホワイト認定）のい

ずれかに該当しているか。
 

ｺﾞｰﾙﾄﾞ:４ 

ｼﾙﾊﾞｰ: ３ 

ﾌﾞﾛﾝｽﾞ:２ 

ﾎﾜｲﾄ: １ 
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イ 「北海道働き方改革認定制度」における４つの認定グレード（ゴ   

ールド認定、シルバー認定、ブロンズ認定、ホワイト認定）の  

いずれかに該当し、同制度の評価基準にある「障がい者就労支援

企業認定制度」（保健福祉部障がい者保健福祉課実施）の一定以

上の認証ポイントを獲得しているか。
 

大企業: 

4 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

１点 

中小企業: 

4 ﾎﾟｲﾝﾄ以上

１点  

ウ 国が実施している「パートナーシップ構築宣言」を宣言してい   

るか。 

5 

 
８ 審査基準 
（１）採点基準 

採点基準 大変優れている 優れている 標準的である やや劣っている 劣っている 
 
点数 

 

配点 20 点 ２０点 １４点 １０点 ６点 ０点 
配点 15 点 １５点 １１点  ８点 ４点 ０点 
配点 10 点 １０点 ７点   ５点 ３点 ２点 

（２）配点等 
      次のとおりとする。 
      ア 評価合計点・・・各評価項目の合計点 
      イ 審査基準点・・・各評価項目の「標準的である」の合計点 
      ウ 最低合格点・・・審査基準点の合計点 
          なお、評価項目別の最低基準点は設けない。 

評価項目 評価合計点 審査基準点 最低合格点 
提案者の適格性    ２０点   １０点 

７１点 企画提案内容の目的適合性    ８０点   ４０点 
業務遂行方法の妥当性    ４０点   ２１点 
道施策との適合性    １０点 － － 

 


